
	区分
	項　　目
	✅

	検　

査
	子宮形態検査
	□

	
	内分泌検査
	□

	
	夫婦染色体検査
	□

	
	流死産胎児絨毛染色体検査
	□

	
	抗リン脂質抗体検査
	抗β₂GPI IgG抗体
	□

	
	
	抗β₂GPI IgM抗体
	□

	
	
	抗カルジオリピンβ₂グリコプロテインI複合体抗体
	□

	
	
	抗カルジオリピンIgG抗体
	□

	
	
	抗カルジオリピンIgM抗体
	□

	
	
	ループスアンチコアグラント
	□

	
	血栓性素因
スクリーニング
(凝固因子検査)
	第Ⅻ因子活性
	□

	
	
	プロテインS活性又はプロテインS抗原
	□

	
	
	プロテインC活性又はプロテインC抗原
	□

	
	
	APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
	□

	
	
	アンチトロンビン（AT）
	□

	
	その他町長が必要と認めたもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	□

	治　療
	アスピリン療法
	□

	
	ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射を含む。)
	□

	
	医師が不育症の治療として必要と認めたもの
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	□


(記載上の注意事項)
※１　当該受診者に対して行った不育症の検査及び治療に係るもののみ記載してください。
※２　保険適用対象診療分に限ります。
※３　検査項目「その他町長が必要と認めたもの」は、「不育症管理に関する提言」改訂委員会公表の最新の「不育症管理に関する提言」に定められた「推奨検査」「選択的検査」に該当するものとします。（ウェブページ掲載あり）
※４　次に掲げる費用に係るものは、助成の対象外とします。
　(1)徳島県等が実施する不育症検査費用助成事業の対象であって、先進医療として告示されている不育症検査
　(2)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費、出産費その他不育症治療に関係のない費用
　(3)処方箋によらない医薬品等の費用
